
別紙１

商品名 不適正表示の内容 販売期間 販売数量

個体識別番号を不表示

少なくとも令和６年10月

14日から令和７年４月

13日までの間

2,688パック

原料牛肉の荷口番号が

「01352410578」、

「01352480588」、

「01352540152」、

「01352520758」及び

「01352620571」であるにもかか

わらず、個体識別番号として

「1352410578」、

「1352480588」、

「1352540152」、

「1352520758」及び

「1352620571」と事実と異なる

表示

令和７年９月24日から

10月14日までの間
284パック

「国内産牛バラウデ切落とし」 個体識別番号を不表示
令和７年４月７日から９

月９日までの間
2,198パック

「黒毛和牛ももステーキ　イチボ」及び

「黒毛和牛ももステーキ　ランプ」

個体識別番号が「1375365237」

であるにもかかわらず、事実と異

なる個体識別番号

「1347476541」を表示

令和７年８月４日から８

月８日までの間
21パック

合計 5,191パック

不適正表示一覧表

「牛バラ切落とし　国産加熱用肉じゃが・

牛丼用」

本資料に記載の個体識別番号等を「牛の個体識別番号情報検索サービス」で検索して表示される生産者等については、今回判明した不適

正表示とは関係ありません。


